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平成２１年第２回上富田町議会定例会会議録 

（第１日） 

○開会期日  平成２１年６月１１日午前９時３０分 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１２名） 

       １番  山 本 明 生        ２番  木 村 政 子 

       ３番  三 浦 耕 一        ４番  吉 田 盛 彦 

       ５番  大 石 哲 雄        ６番  畑 山   豊 

       ７番  奥 田   誠        ８番  沖 田 公 子 

       ９番  榎 本   敏       １０番  木 本 眞 次 

      １１番  池 口 公 二       １２番  井 澗   治 

                                            

 欠席議員（なし） 

                                            

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  福 田   誠  局 長 補 佐 嵯 峨 紀 子  

                                            

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長  小 出 隆 道   副 町 長  平 見 信 次  

教 育 委 員 長  木 村 悌 吉   教 育 長  谷 本 圭 司  

会計管理者  小 倉 久 義   総務政策課長  和 田 幸太郎  

総務政策課 
企 画 員 

 
家 高 英 宏   

総務政策課
企 画 員

 
浦   勝 明  

総務政策課 
企 画 員 

 
薮 内 昭 孝   住民生活課長

 
廣 井 哲 也  

住民生活課 
企 画 員 

 
菅 谷 雄 二   

住民生活課
企 画 員

 
平 田 隆 文  

住民生活課 
企 画 員 

 
福 田 睦 巳   

住民生活課
企 画 員

 
福 田   稔  

税 務 課 長 
 

和 田 精 之   税務課企画員
 

平 田 敏 隆  
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産業建設課長 
 

脇 田 英 男   
産業建設課
企 画 員

 
堀   悦 明  

産業建設課 
企 画 員 

 
宮 本 正 明   

産業建設課
企 画 員

 
植 本   亮  

上下水道課長 
 

木 村 勝 彦   
上下水道課
企 画 員

 
菅 根   清  

上下水道課 
企 画 員 

 
植 本 敏 雄   

教 育 委 員 会
総 務 課 長

 
笠 松 眞 年  

教 育 委 員 会 
生涯学習課長 

 
山 崎 一 光   

                                            

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 諸般の報告 

  日程第 ４ 報告第 １号 上富田町税条例の一部を改正する条例 

  日程第 ５ 報告第 ２号 上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  日程第 ６ 報告第 ３号 平成２０年度上富田町一般会計補正予算（第７号） 

  日程第 ７ 報告第 ４号 平成２０年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計算書 

  日程第 ８ 報告第 ５号 平成２０年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正 

               予算（第２号） 

  日程第 ９ 報告第 ６号 平成２０年度上富田町特別会計老人保健補正予算 

               （第１号） 

  日程第１０ 報告第 ７号 平成２０年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算 

               （第３号） 

  日程第１１ 報告第 ８号 平成２０年度上富田町特別会計後期高齢者医療繰越明許 

               費繰越計算書 

  日程第１２ 報告第 ９号 平成２０年度上富田町特別会計介護保険補正予算 

               （第３号） 

  日程第１３ 報告第１０号 平成２０年度上富田町特別会計町営砂利採取砕石事業 

               補正予算（第３号） 

  日程第１４ 報告第１１号 平成２０年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算 

               （第３号） 
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  日程第１５ 報告第１２号 平成２０年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業 

               補正予算（第３号） 

  日程第１６ 報告第１３号 平成２０年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業 

               補正予算（第３号） 

  日程第１７ 報告第１４号 平成２０年度上富田町特別会計奨学事業補正予算 

               （第２号） 

  日程第１８ 報告第１５号 平成２０年度上富田町特別会計共同汚水処理施設事業 

               補正予算（第２号） 

  日程第１９ 報告第１６号 平成２０年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正 

               予算（第２号） 

  日程第２０ 報告第１７号 平成２０年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算 

               （第３号） 

  日程第２１ 報告第１８号 平成２０年度上富田町特別会計公共下水道事業繰越明許 

               費繰越計算書 

  日程第２２ 報告第１９号 和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の 

               変更に関する協議について 

  日程第２３ 報告第２０号 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第２４ 報告第２１号 平成２１年度上富田町一般会計補正予算（第１号） 

  日程第２５ 報告第２２号 平成２１年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算 

               （第１号） 

  日程第２６ 報告第２３号 平成２１年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業 

               補正予算（第１号） 

  日程第２７ 報告第２４号 平成２１年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業 

               補正予算（第１号） 

  日程第２８ 議案第２９号 上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  日程第２９ 議案第３０号 上富田町企業立地の促進等による地域における産業集積 

               の形成及び活性化に関する法律に基づく固定資産税の 

               特別措置に関する条例 

  日程第３０ 議案第３１号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される上富田町職員 

               の処遇等に関する条例 

  日程第３１ 議案第３２号 平成２１年度上富田町一般会計補正予算（第２号） 

  日程第３２ 議案第３３号 朝来財産区有地の処分について 
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  日程第３３ 議案第３４号 平成２１年度上富田町特別会計朝来財産区補正予算 

               （第１号） 

  日程第３４ 議案第３５号 工事請負契約の締結について（平成２０年度 繰越第 

               ３号 小学校管理事業 生馬小学校屋内運動場耐震改修 

               （建築）工事） 
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△開  会  午前９時３０分 

○議長（吉田盛彦） 

  皆さん、おはようございます。 

  平成２１年第２回定例会を開会するに当たりまして、議員各位のご出席をいただき開

会できますことを厚くお礼申し上げます。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成２１年第２回上富田町議会定例会を

開会します。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

                                           

△日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（吉田盛彦） 

  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において８番、沖田公子

君、９番、榎本 敏君を指名します。 

                                           

△日程第２ 会期の決定 

○議長（吉田盛彦） 

  日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から６月１９日までの９日間にしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（吉田盛彦） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は９日間に決しました。 

                                           

△日程第３ 諸般の報告 

○議長（吉田盛彦） 

  日程第３ 諸般の報告をさせます。 

  事務局長。 
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○議会事務局長（福田 誠） 

  諸般の報告をいたします。 

  平成２１年３月定例会以降の議員活動、並びに議員派遣の件、及び地方自治法第１２

１条の規定により出席要求した６月定例会の説明員については、お手元に配付していま

す。 

  また、３月定例会において全会一致で可決されました社会保険紀南病院の適切な譲渡

を求める意見書につきましては、国の関係機関等に３月１９日付で送付しましたので、

ご報告いたします。 

  次に、本定例会の一般質問の通告の締め切りは、本日、６月１１日午後３時までとな

っていますので、質問内容を具体的に記入の上、通告されますようお願いいたします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（吉田盛彦） 

  諸般の報告を終わります。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  おはようございます。 

  本日、ここに平成２１年第２回上富田町議会定例会を招集しましたところ、議員各位

におかれましては、公私ともまことにお忙しいところ、ご参集を賜りまして厚くお礼を

申し上げます。また、平素は、町政発展のために格別のご尽力とご協力を賜り、重ねて

深く感謝申し上げます。 

  さて、４月末日より、新聞、テレビ等で報道されています新型インフルエンザにつき

ましては、説明文では６月２日となっておりますけど、６月１０日現在では２０都道府

県で５１１名に及んでおります。 

  当町におきましても、４月２８日に町長を本部長とする新型インフルエンザ対策本部

を立ち上げ、延べ１１回の会議を重ね、情報収集、住民に対しての周知啓発、マスク等

の備蓄等の感染予防対策を講じております。 

  また、５月２７日に和歌山市において感染者１名が確認されたことを受けまして、５

月２８日に対策本部を開催し、和歌山県、和歌山市の対応方針に準じて、当町もイベン

ト等開催については、従来どおり実施していく方針を示したところでございます。 

  国の平成２１年度補正予算が、５月２９日、国会で可決したことに伴いまして、地方

公共団体が国の施策と歩調を合わせて積極的に経済対策に取り組むことができるよう、

「地域活性化・公共投資臨時交付金」及び地球温暖化対策、少子高齢化社会への対応、
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安全・安心の実現、その他将来に向けた地域の実情に応じるきめ細かな事業を積極的に

実施できるよう、「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」が地方公共団体に交付され

ることを受け、現在、申請すべき対象事業の選定に取り組んでいるところでございます

ので、事業内容等が確定すれば、補正予算の上程につきましては議員皆様方のご協力を

お願いするところでございます。ただ、今議会中には無理かと思っております。 

  平成２０年度の一般会計の決算状況につきまして、報告をさせていただきます。 

  景気の低迷や国の三位一体の改革等による影響もある中、昨年度に引続き大型事業で

ある市ノ瀬橋や生馬小学校整備事業に取組んだところでありますが、減債基金よりの取

り崩し額については当初予定額より大きく減額し、８，０００万円に押さえることがで

きるとともに、地方債年度末現在高も若干ではありますが減額となっています。 

  なお、一部繰り越す事業がありますので、実質収支額は１，９２８万６，０００円の

黒字決算となります。これは、議員各位のご理解とご協力のもと、税収の確保や行政改

革に職員一丸となって取り組んできた成果が顕著にあらわれてきたものと評価をしてい

るところであります。 

  一方、特別会計国民健康保険事業につきましては、平成２０年度に実施された高齢者

医療制度改革による制度改正の影響や急激な景気の悪化により、大変厳しいものとなっ

ております。 

  こうしたことから、平成２０年度決算見込みにつきましては、基金からの繰り入れで

は不足したため、一般会計からの繰り入れで収支を補った形となっており、今回の定例

会に上程しておりますが、国民健康保険税の引き上げについては、一度に税を引き上げ

るのではなく、住民への負担を考慮し、値上げ幅を抑えるものとなっておりますので、

ご理解とご承認をお願いします。 

  さて、本定例議会に上程し、ご審議をお願いします議案は、報告事項としましては、

１番目に条例の改正が３件、２番目に平成２０年度一般会計、特別会計補正予算及び繰

越明許費繰越計算書が合わせて１６件、組合規約の変更に関する協議が１件、平成２１

年度一般会計、特別会計補正予算が合わせて４件が報告事項でございます。 

  条例の一部改正１件並びに制定が２件、朝来財産区有地の処分が１件、平成２１年度

一般会計、特別会計補正予算が合わせて２件、工事請負契約の締結１件の計３１件でご

ざいます。 

  なお、追加議案としまして、教育委員会委員の任命及び西牟婁郡公平委員会委員の選

任について本定例議会中に上程させていただきますので、何とぞあわせてご承認賜りま

すようお願い申し上げます。 

  それでは、諸議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。 
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  報告第１号につきましては、上富田町税条例の一部を改正する条例であります。地方

税法の一部を改正する法律が本年４月１日から施行されたことに伴い、本条例の一部を

改正するものであります。改正の概要は、個人住民税において、住宅ローン特別控除の

創設、固定資産税における土地に係る税負担の調整等が主なものであります。 

  報告第２号につきましては、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例であ

ります。地方税法の一部を改正する法律が本年４月１日から施行されたことに伴い、本

条例の一部を改正するものであります。改正の概要は、国民健康保険の介護分に係る課

税限度額の改正等であります。 

  報告第３号につきましては、平成２０年度上富田町一般会計補正予算（第７号）であ

ります。今回の補正は、各事業費の精査及び平成２０年度の実質収支を見込んだ最終予

算で、既定額から１億４，１９１万３，０００円を減額し、予算総額を５３億３，１４

９万８，０００円と定め、３月３１日付で専決処分したもので、その報告をし、承認を

求めるものでございます。 

  報告第４号につきましては、平成２０年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計算書で

あります。今回、国の平成２０年度第２次補正予算に係る定額給付金事業及び生活対策

臨時交付金事業につきまして、また、市ノ瀬橋改良事業と生馬小学校整備事業につきま

しては、年度内に事業が完成しなかったため平成２１年度へ５億４，３３６万１，００

０円を繰り越したので、その繰越明許費について報告するものであります。 

  なお、報告第５号、平成２０年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第２

号）から、報告第１８号、平成２０年度上富田町特別会計公共下水道事業繰越明許費繰

越計算書までの特別会計に係る補正予算及び繰越明許費繰越計算書につきましては、各

会計の精査及び本年度の実質収支を見込んだ最終予算であり、それぞれ専決処分しまし

たので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

  報告第１９号につきましては、和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の変

更に関する協議についてであります。これにつきましては、和歌山県住宅新築資金等貸

付金回収管理組合が平成２１年４月１日付で設立したことで、本組合に加入申請があり

ましたので、４月１日付で和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合を追加する規約

の変更について専決処分しましたので報告し、承認を求めるものであります。 

  報告第２０号につきましては、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例であ

ります。この条例につきましては、平成２１年５月１日付で人事院勧告及び平成２１年

５月１１日付で和歌山県人事委員会の勧告に準じ、平成２１年６月支給の職員の期末手

当及び勤勉手当について、暫定的な特例措置として減額する改正であります。 

  改正内容につきましては、平成２１年６月支給の期末手当につきましては、現行の１．
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４月分から０．１５月分の減額及び勤勉手当については、現行０．７５月から０．０５

月分の減額、合わせて０．２カ月分の減額措置するものであり、平成２１年５月２９日

付で専決処分しましたので、これを報告し、承認を求めるものであります。 

  なお、特別職の町長、副町長、教育長並びに議会議員さんの期末手当につきましても、

条例で一般職の職員の支給条件に準じて支給するとなっていますので、今回の改正によ

り期末手当０．１５月の減額となりますので、あわせてご理解とご承認を賜りますよう

お願い申し上げます。 

  報告第２１号につきましては、平成２１年度上富田町一般会計補正予算（第１号）で

あります。今回、既定額に１，９９２万３，０００円を追加し、予算総額を４７億２，

１９２万３，０００円と定め、４月１日付で専決処分をしましたので、これを報告し、

承認を求めるものであります。 

  補正予算の主な内容につきましては、ふるさと雇用再生特別基金事業費について、原

則、在宅で児童を養育している家庭を対象として、母親が病気などで子どもの世話がで

きないときに母親や家庭への子育て支援を行うことを目的として、上富田地域交流セン

ター内に一時預かりの保育施設を設置し、一時保育の希望に対応する就学前児童の育成

支援業務委託料７７３万６，０００円を措置しています。なお、この財源につきまして

は、県補助金７６８万６，０００円を充当しています。また、緊急雇用創出事業臨時特

例基金事業費につきまして、富田川の立木の伐採等事業、花壇整備事業、準用河川環境

整備事業、道路環境整備事業、宿直業務事業で８３３万７，０００円を措置しています。

なお、この財源につきましては、県補助金８２４万１，０００円を充当しています。ま

た、商工総務費にプレミアム商品券補助金３８５万円を措置しています。この事業は、

商工会に補助金として支出し、地域の活性化に取り組むもので、１万円に対しまして１，

０００円のプレミアムのついた商品券を販売するものでございます。 

  報告第２２号から報告第２４号につきましては、平成２１年度上富田町特別会計宅地

造成事業、宅地取得資金貸付事業、住宅新築資金貸付事業についての補正予算（第１

号）でございます。 

  それぞれの会計で平成２０年度の決算において歳入不足が生じたため、５月２９日付

で専決処分をし、前年度繰上充用金をもって充当補填しましたもので、これを報告し、

承認を求めるものであります。 

  議案第２９号につきましては、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

（案）でございます。この改正につきましては、平成２１年度国民健康保険税の税率を

改正するものであります。現行保険税率は、平成１５年度に改正以来、基金を取り崩し

ながら据え置いて運営してきましたが、基金も底をつき、また、医療費も年々増加して
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いる中で、今回、対前年度比１５．０％の増額改定するものであります。 

  議案第３０号につきましては、上富田町企業立地の促進等による地域における産業集

積の形成及び活性化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例（案）で

ございます。この条例につきましては、企業立地の促進等による地域における産業集積

の形成及び活性化に関する法律に規定する指定業種の企業が進出してきますと、当該進

出企業に対しまして固定資産税の課税免除措置を講じてまいりたく、本条例を制定する

ものでございます。 

  議案第３１号につきましては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される上富田町職

員の処遇等に関する条例（案）でございます。この条例案につきましては、外国の地方

公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律に基づきまし

て、職員が海外協力隊として外国の公共団体等に派遣される場合の派遣期間及び給与等

の取り扱いを規定するために制定するものであります。 

  議案第３２号につきましては、平成２１年度上富田町一般会計補正予算（第２号）で

あります。今回、既定額に２，７２５万７，０００円を追加し、予算総額を４７億４，

９１８万円と定めています。 

  補正予算の主な内容は、平成２０年度に上富田町土壌改良剤製造共同作業場の明け渡

しに伴う和解金について３，０００万円を２回に分けて支払っていますが、残りの和解

金５００万円につきましては園芸土共同作業場の明渡しに伴う和解金で、その明渡し期

日が平成２３年３月末日限りとなっており、今回、平成２０年度から平成２１年度に予

算を編成し、建物明渡請求調停和解金５００万円を措置しています。 

  また、八上王子跡に隣接している旧県道敷地に障害者用トイレを併設した岡地区公衆

トイレ設置工事請負費等１，６９８万４，０００円を措置しています。 

  議案第３３号につきましては、朝来財産区有地の処分についてであります。高速道路

用地として、朝来字荒堀３５４８番の１外６筆、地積にしましては１万５，５３０．９

１平方メートルを売却価格４，１３４万４，６６２円で国土交通省に買収されることに

伴い、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

基づき議会の議決を求めるものでございます。 

  議案第３４号につきましては、平成２１年度上富田町特別会計朝来財産区補正予算

（第１号）であります。今回、既定額に４，１３４万４，０００円を追加し、予算総額

を４，６０４万４，０００円と定めています。補正予算の主な内容につきましては、議

案第３３号と関連するもので、それに伴う財産収入を財源に財政調整基金へ積立金４，

０３０万円を措置しています。 

  議案第３５号につきましては、平成２０年度繰越第３号 小学校管理事業 生馬小学校
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屋内運動場耐震改修（建築）工事の工事請負費の締結についてであります。今回、指名

競争入札によりまして株式会社後工務店と５，００２万２，０００円で契約の締結をす

るもので、工事内容につきましては、耐震補強工事として屋根の補強及び一部壁の補強

工事を実施することに伴いまして、老朽化による屋根のふき替え、外壁及び内部の一部

改修を同時に実施するものであります。 

  以上が、本定例会に上程致しました諸議案についての概要でございます。詳細につき

ましては、担当課長、企画員により説明を申し上げます。ご審議の上、ご承認を賜りま

すよう何とぞよろしくお願い申し上げます。 

  なお、４月１日付で人事異動を発令しています。本議会より説明員として出席してい

ますので、副町長より異動発令した課長並びに企画員を紹介しますので、よろしくお願

いします。 

  口頭でありますけど１つだけ、ちょっと報告させていただきます。 

  ６月１日に、大谷区において福祉施設の建設反対の看板が立てられております。この

ことは地盤が沈下するということを踏まえておりますけど、６月２日、３日に、このこ

とにつきましては総務、産業の常任委員会で説明したことでございますけど、６月５日

に、水穂町内会有志という形の反対に対する８２６名の署名の陳情書が提出されており

ます。 

  私は、この中身としましては、反対の理由であります地盤沈下の問題でございますけ

ど、和歌山県福祉事業団からこの土地を貸してほしいという申し出があったときに、福

祉事業団、大谷区、関係町内会へそのことは伝えております。その対応もさせていただ

いていると思います。 

  また、今回、そのことを踏まえた設計でコンクリートぐいを打った中で対応するとい

うことがされておりますし、現在の牟婁あゆみ園そのものも軟弱地盤に建設されたとい

うようなことがございますので、このことにつきましては議会とも相談していますよう

に、従来どおりの形で土地を貸し付けて建設するということで進めさせていただきます

ので、ご了解をいただけるようにお願いします。 

  以上でございます。 

○議長（吉田盛彦） 

  副町長、平見君。 

○副町長（平見信次） 

  それでは私の方から、４月１日付で人事異動の発令をしました課長並びに企画員の紹

介をいたします。 

  総務政策課長の和田幸太郎です。 
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  会計管理者の小倉久義です。会計課長を兼務しております。 

  総務政策課企画員の家高英宏です。 

  同じく総務政策課企画員の薮内昭孝です。 

  総務政策課企画員、大谷総合センター館長の薮内博文です。 

  住民生活課長の廣井哲也です。 

  住民生活課企画員の菅谷雄二です。 

  同じく住民生活課企画員の福田睦巳です。 

  同じく住民生活課企画員の原 宗男です。 

  続いて、向かって右側の職員を紹介いたします。 

  教育委員会総務課長の笠松眞年です。 

  生涯学習課長の山崎一光です。 

  税務課長の和田精之です。 

  税務課企画員の平田敏隆です。 

  産業建設課長の脇田英男です。 

  産業建設課企画員の川口孝志です。 

  上下水道課長の木村勝彦です。 

  以上でございます。今後ともご指導賜りますようよろしくお願いします。 

  なお、席数の関係上、一部の説明員につきましては本議場から退席をし、別室で待機

の態勢を取らせていただきますので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（吉田盛彦） 

  暫時休憩します。 

 

              休憩 午前９時５４分  （一部の説明員退席） 

 

 再開 午前９時５５分 

 

○議長（吉田盛彦） 

  再開します。 

                                           

△日程第４・報告第１号～日程第３４ 議案第３５号 

○議長（吉田盛彦） 

  日程第４ 報告第１号、上富田町税条例の一部を改正する条例についての件から日程
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第３４ 議案第３５号、工事請負契約の締結について（平成２０年度 繰越第３号 小学

校管理事業 生馬小学校屋内運動場耐震改修（建築）工事）の件まで３１件を一括議題

とします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。 

  税務課長、和田君。 

○税務課長（和田精之） 

  おはようございます。私からは、報告第１号及び報告第２号について説明させていた

だきます。 

  それでは、報告第１号について説明させていただきます。 

  報告第１号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し

承認を求める。 

  記。 

  専決第１号、上富田町税条例の一部を改正する条例。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第１号、上富田町税条例の一部を改正する条例。 

  上富田町税条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町税条例の一部を改正する条例。 

  上富田町税条例の一部改正。 

  第１条、上富田町税条例の一部を次のように改正する。 

  本条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正をする法律が本年４月１日か

ら施行されたことに伴い、平成２１年３月３１日付で専決処分を行いました。報告し、

承認を求めるものであります。よろしくお願いいたします。 

  それでは、改正内容につきまして多くの条文が改正されていますが、町民に影響が及

ぶものを中心に、参考資料の新旧対照表にて説明させていただきます。 

  新旧対照表の１ページをお願いいたします。 

  よろしいでしょうか、まず、１ページでございます。 

  第３６条の２第４項は、本年度より適用されます地方公共団体が条例により指定した

寄付金の寄付金税額控除の額の控除を受けようとする場合の様式を定めています。 

  第３８条から５ページの第４７条の５までは、本年１０月から実施される公的年金か
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らの特別徴収制度の導入に伴う改正です。 

  ５ページをお願いします。 

  ５ページから９ページにつきましては、社会医療法人が実施する救急医療等確保事業

に係る固定資産税の非課税措置の創設等であります。 

  次に、１１ページをお願いします。 

  附則第７条の３の２は、住宅ローン特別控除の創設による改正です。内容につきまし

ては、平成２１年から平成２５年までに入居した方で所得税の住宅ローン特別控除の適

用のある方を対象とし、所得税から控除し切れなかった住宅ローン控除額について個人

住民税から最高９万７，５００円を控除するものです。平成２２年度以降の個人住民税

について適用されます。 

  次に、１４ページをお願いします。 

  １４ページの附則第１０条の２第３項から１５ページの附則第１０条の２第７項まで

は、法令等の改正による条文番号の変更となっております。 

  次に、１７ページをお願いします。 

  １７ページの附則第１１条の２は、引き続き土地価格の下落修正特例措置を講じるこ

とができる改正です。 

  次に、２０ページをお願いします。 

  ２０ページの附則第１２条から２５ページの附則第１５条の２までは、平成２１年度

の評価替えに当たり、引き続き土地に係る負担調整措置の延長となっています。 

  次に、２６ページをお願いします。 

  ２６ページの附則第１６条の３から２８ページの附則第１７条までは、法令等の改正

による条文番号の変更となっております。 

  次に、３０ページをお願いします。 

  ３０ページから３２ページの附則第１７条の２は、長期譲渡所得の課税の特例を平成

２６年度まで延長する措置についての改正です。 

  次に、３２ページをお願いします。 

  ３２ページの附則第１８条から４１ページの附則第２０条の４までは、法令等の改正

による条文番号と文言の変更となっております。 

  なお、条例附則につきましては、施行日及び経過措置について定めています。 

  以上、ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

  続きまして、報告第２号について説明させていただきます。 

  報告第２号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、下記のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により、これを報告
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し承認を求める。 

  記。 

  専決第２号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第２号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部改正。 

  第１条、上富田町国民健康保険税条例の一部を別紙のように改正する。 

  本条例の一部改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律が本年４月１日か

ら施行されたことに伴い、平成２１年３月３１日付で専決処分を行いました。報告し、

承認を求めるものであります。よろしくお願いいたします。 

  それでは、改正内容につきまして、参考資料の新旧対照表について説明させていただ

きます。 

  １ページをお願いします。 

  第２条第４項及び２ページの第２３条につきましては、国民健康保険の介護分に係る

課税限度額及び減額後の額について、現行の９万を１０万円に改正されたことにより改

正するものであります。 

  ２ページをお願いします。 

  第２３条第２項は、削除となりました。これによりまして、２割軽減につきましても

職権で軽減対象となりました。申請は要らなくなりました。 

  ２ページの附則第４項の上場株式等に係る国民健康保険税の課税の特例及び５ページ

の附則第８項の上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除に係る保険税の

課税の特例を追加するものです。 

  以上、この項の追加により項番号の変更及び法令等の改正による文言の変更でありま

す。 

  なお、条例附則につきましては、施行日及び経過措置について定めています。 

  以上、ご承認のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田盛彦） 

  総務政策課企画員、浦君。 
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○総務政策課企画員（浦 勝明） 

  よろしくお願いいたします。 

  私の方からは、報告第３号、第４号について説明させていただきます。 

  報告第３号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し

承認を求める。 

  記。 

  専決第３号、平成２０年度上富田町一般会計補正予算（第７号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第３号、平成２０年度上富田町一般会計補正予算（第７号）。 

  平成２０年度上富田町の一般会計補正予算（第７号）は次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億４，１９１万３，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３億３，１４９万８，０００

円とする。 

  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  繰越明許費。 

  第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は「第２表 繰越明許費」による。 

  地方債の補正。 

  第３条 地方債の廃止、変更は「第３表 地方債補正」による。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  歳入につきましては、１款、町税で既定額から、今回、２，１６０万を減額し、１４

億３，１４３万円と定めてございます。 

  ４款、配当割交付金は、今回、５９４万５，０００円の減額、５款、株式等譲渡所得

割交付金は５６９万４，０００円の減額、６款、地方消費税交付金は８９３万７，００

０円の減額、７款、ゴルフ場利用税交付金は１００万円の追加、９款、地方特例交付金

は８６１万３，０００円の減額、１０款、地方交付税は４，４５６万５，０００円の追

加、１２款、分担金及び負担金は、今回、１６８万８，０００円の追加、１３款、使用
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料及び手数料は、今回、８９２万２，０００円の追加、１４款、国庫支出金は、今回、

８７７万５，０００円の追加、１５款、県支出金は１，５９２万円の減額、１６款、財

産収入は４６万９，０００円の追加、１７款、寄付金は、今回、５４万２，０００円の

追加、１８款、繰入金は１億３，７６８万３，０００円の減額、次のページをお願いし

ます。 

  ２０款、諸収入は、今回、２，８０１万８，０００円の追加、２１款、町債は、今回、

３，１５０万の減額。 

  歳入合計では、既定額から、今回、１億４，１９１万３，０００円を減額し、５３億

３，１４９万８，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  次に、歳出につきましては、１款、議会費は、既定額から、今回、２９３万６，００

０円を減額し、７，９０６万と定めています。 

  ２款、総務費は、今回、１，８５２万８，０００円の減額、３款、民生費は、今回、

５，４０３万６，０００円の減額、４款、衛生費は、今回、１，５８９万８，０００円

の減額。 

  次のページをお願いします。 

  ５款、農林水産業費は、今回、７１１万１，０００円の減額、６款、商工費は、今回、

２４万９，０００円の減額、７款、土木費は、今回、１５万６，０００円の減額、８款、

消防費は、今回、６４３万の減額、９款、教育費は、今回、１，９９３万４，０００円

の減額、１０款、災害復旧費は、今回、２３９万５，０００円の減額、１１款、公債費

は、今回、１，４２４万円の減額。 

  歳出合計では、既定額から、今回、１億４，１９１万３，０００円を減額し、５３億

３，１４９万８，０００円と定めてございます。 

  次の８ページをお願いします。 

  これは、年度内に事業が完成しなかったため、平成２１年度へ繰り越しを予定してい

ます「第２表 繰越明許費」です。内訳は、２款、総務費の緊急安心実現総合対策交付

金事業で９００万、定額給付金事業で２億３，８７３万８，０００円、生活対策臨時交

付金事業で９，１５０万、３款、民生費の子育て応援特別手当交付金事業で１，１２７

万６，０００円、７款、土木費の市ノ瀬橋改良事業で５，５４４万７，０００円、９款、

教育費の生馬小学校整備事業で１億３，７４０万、６事業合計で５億４，３３６万１，

０００円となってございます。 

  次の９ページをお願いします。 

  「第３表 地方債補正」です。 
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  まず廃止では、災害援護資金で、限度額３５０万円について該当がなかったことから

廃止としてございます。 

  次の１０ページをお願いします。 

  次に、変更につきましては、朝来小学校グラウンド整備事業につきまして９８０万円

を減額し、限度額を３，５２０万、学童保育所建築事業につきましては１００万を減額

し、限度額を３，４９０万、過年度発生公共土木施設災害復旧事業につきましては１７

０万を減額し、限度額を１，５６０万、臨時財政対策債につきましては９５０万を減額

し、限度額を１億７，０５０万、公営住宅建設事業につきましては２０万を追加し、限

度額を２，９７０万、生馬小学校耐震化改修事業につきましては６２０万を減額し、限

度額を８，４２０万としてございます。 

  次のページをお願いします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書です。 

  今回の補正は、各事業費の精査及び本年度の実質収支を見込んだ最終補正予算です。

この１１ページから１４ページの明細につきましては、お目通しをお願いいたします。 

  それでは、各内訳について歳出の方から説明させていただきますので、２５ページを

お願いします。 

  歳出につきましては、１款、議会費では各経費の精査により２９３万６，０００円を

減額し、７，９０６万円と定めてございます。主なものとしまして、定例会等議事録作

成業務委託料等の減額でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ２款、総務費の一般管理費では９６８万２，０００円の減額です。内訳につきまして

は、人件費ほか各経費の精査によるものでございます。主なものとしましては、２７ペ

ージの２２節、補償、補填及び賠償金で、上富田町土壌改良剤製造共同作業場明け渡し

調停に係る建物明け渡し請求調停和解金５００万円の減額をしてございます。 

  次のページをお願いします。 

  財産管理費は、７万円の減額です。 

  交通安全対策費は、４３万２，０００円の追加です。主なものとしましては、口熊野

コミュニティバス運行経費補助金８３万１，０００円を追加してございます。 

  企画費は１５万３，０００円の減額、新エネルギー推進費は８４万の減額、口熊野ま

ちづくり事業費は各経費の精査によりまして５９万８，０００円の減額です。主なもの

としまして、２５節、積立金でさわやか上富田まちづくり寄付金を基金への積立金とし

て６５万を追加してございます。 

  次に、人権推進費は２６万８，０００円の減額です。 
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  次のページをお願いします。 

  男女共同参画社会推進費は６万６，０００円の減額、地籍調査費は精査により２５万

３，０００円の減額です。 

  次に、税務総務費は５，０００円の追加、賦課徴収費につきましては各経費の精査に

より４１８万８，０００円の減額です。 

  次に、戸籍住民基本台帳費は７７万１，０００円の減額です。 

  次のページをお願いします。 

  選挙管理委員会費は８万１，０００円の追加、生馬財産区議会議員選挙費は、選挙経

費の精査によりまして２１１万９，０００円の減額でございます。 

  次に、指定統計調査費は５，０００円の追加、監査委員費は４万３，０００円の減額

です。 

  次に、３款、民生費の社会福祉総務費は１，２２１万円の減額です。これは、特別会

計介護保険への繰出金１，２２０万５，０００円の減額等でございます。 

  次に、老人福祉費は、各扶助費等の精査によりまして２４０万８，０００円を減額し

てございます。 

  次のページをお願いします。 

  障害福祉費は、負担金、補助金及び扶助費等の精査により減額、また、平成１９年度

分の国費、県費負担金の精査による返還金の追加補正等をしてございまして、２９９万

４，０００円を減額してございます。 

  次に、社会・児童福祉医療費は１，２０２万４，０００円の減額です。主なものとし

ましては、次のページをお願いします。特別会計国民健康保険、老人保健及び後期高齢

者医療への繰出金の精査等による補正でございます。 

  大谷総合センター運営費は、精査等により３５万９，０００円の減額です。 

  次に、民生費の児童福祉総務費は、経費の精査及び児童手当について４６３万４，０

００円の減額でございます。 

  次に、保育所運営費は、各保育所等の経費の精査によりまして７３８万円の減額でご

ざいます。 

  次のページをお願いします。 

  災害救助費は１，２０２万円の減額です。 

  次に、４款、衛生費の保健衛生総務費は、各委託料及び負担金、補助金の精査等によ

り４３３万６，０００円の減額でございます。 

  次に、予防費は３７１万１，０００円の減額です。 

  次のページをお願いします。 
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  主なものとしましては、各種検診委託料等の経費の補正でございます。 

  次に、環境衛生費は、斎場事務業務委託料ほかの精査によりまして２４１万７，００

０円の減額です。 

  次に、清掃総務費は、各委託料及び合併処理浄化槽補助金等の精査によりまして５４

３万４，０００円の減額でございます。 

  次のページをお願いします。 

  次に、５款、農林水産業費の農業委員会費は６６万円の減額です。 

  農業総務費は、各経費の精査及び特別会計農業集落排水事業の事業費確定による繰出

金の減額等によりまして５００万４，０００円の減額でございます。 

  農業振興費は、精査によりまして７９万８，０００円の減額です。 

  次のページをお願いします。 

  畜産振興費は２万３，０００円の追加、次に、小規模土地改良事業費と次の参詣道と

水土里のむら機能支援事業費は、経費の精査及び組み替えによる補正をしてございます。 

  次に、林業総務費は、各事業費の精査により６０万６，０００円の減額です。 

  次に、６款、商工費の商工総務費は、各経費の精査により２４万９，０００円の減額

です。 

  次のページをお願いします。 

  次に、７款、土木費の土木総務費は、各経費の精査により１０１万４，０００円の減

額です。 

  次に、道路橋梁総務費は、精査によりまして３７万９，０００円の減額です。 

  道路橋梁維持費は補正はありませんが、財源内訳の変更をしてございます。 

  次に、市ノ瀬橋改良事業費は、事業費の精査によりまして１０万４，０００円を追加

してございます。 

  なお、工事請負費等として５，５４４万７，０００円は平成２１年度へ繰越措置して

ございます。 

  次に、高速道路推進費は、精査によりまして２４４万９，０００円の減額です。 

  次のページをお願いします。 

  河川総務費につきましては、２４万６，０００円の減額です。河川改良費につきまし

ては、財源内訳の変更をしてございます。 

  次に、都市計画費は、特別会計公共下水道事業費の確定によりまして繰出金５４５万

６，０００円の追加でございます。 

  次に、住宅管理費は１２万８，０００円の追加、公営住宅建設事業費は、事業費の精

査によりまして１７５万６，０００円の減額です。 
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  次に、８款、消防費、常備消防費は、田辺市への消防事務業務委託料４８０万３，０

００円の減額等でございます。 

  次に、非常備消防費は１３８万４，０００円の減額です。内訳につきましては、消防

団員７名の方が退職されましたので、退職報償金２６４万７，０００円の追加補正及び

各経費の精査等でございます。 

  次のページをお願いします。 

  水防費につきましては、２８万円の減額です。 

  次に、９款、教育費の教育委員会費は２８万の減額、事務局費は精査によりまして２

９２万７，０００円の減額です。 

  次に、小学校費の学校管理費につきましては、各小学校の経費の精査によりまして１

６２万１，０００円の減額をしてございます。 

  次のページをお願いします。 

  教育振興費につきましては７５万６，０００円の減額、朝来小学校建築事業費は事業

費の精査によりまして１７３万８，０００円の減額、生馬小学校整備事業費は補正はあ

りませんが財源内訳の変更をしてございます。 

  なお、工事請負費等としまして１億３，７４０万円を平成２１年度へ繰り越し措置し

てございます。 

  次に、中学校費の学校管理費は、各経費の精査によりまして１２４万４，０００円の

減額です。 

  次のページをお願いします。 

  教育振興費は、各検診委託料等の精査により６２万４，０００円の減額です。 

  社会教育総務費は、精査により３４万４，０００円の減額です。 

  生涯学習事業費は、精査によりまして１２６万６，０００円の減額です。 

  公民館運営費は、各公民館の運営費等の精査によりまして８９万５，０００円を減額

してございます。 

  次のページをお願いします。 

  人権教育推進費は、５５万２，０００円の減額です。 

  次に、青少年対策費は、４８万３，０００円の減額です。 

  児童館運営費は、精査によりまして７５万９，０００円の減額です。 

  放課後児童対策費は、あすなろ学童保育所建築工事の精査によりまして２５９万３，

０００円を減額してございます。 

  次のページをお願いします。 

  図書館運営費につきましては２万３，０００円の減額、文化会館運営費は各経費の精
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査によりまして２１０万９，０００円の減額をしてございます。 

  次に、保健体育総務費は１３万８，０００円の減額、体育施設管理費は各経費の精査

によりまして１５８万２，０００円の減額でございます。 

  次のページをお願いします。 

  次に、１０款、災害復旧費の公共土木施設災害復旧事業費では、事業の精査及び組み

替え等によりまして合計で２２３万５，０００円の減額、次に、農林水産施設災害復旧

費は、事業費の精査によりまして合計で１６万円の減額でございます。 

  次のページをお願いします。 

  １１款、公債費の元金につきましては、補正額はありませんが財源内訳の変更をして

ございます。 

  利子につきましては、１，４２４万円の減額でございます。 

  次のページをお願いします。 

  次に、６３ページから６５ページは、今回の補正に係る給与費明細書でございます。

お目通しをお願いします。 

  次に、歳入を説明させていただきますので、１５ページをお願いします。 

  歳入につきましては、今回の補正に係る財源でございます。町民税の法人は１，４４

０万円の減額、町たばこ税につきましては７２０万円の減額、配当割交付金につきまし

ては５９４万５，０００円の減額、株式等譲渡所得割交付金は５６９万４，０００円の

減額、地方消費税交付金は８９３万７，０００円の減額。 

  次のページをお願いします。 

  次に、ゴルフ場利用税交付金につきましては１００万の追加、次に、減収補填特例交

付金は８６１万３，０００円の減額です。 

  次に、地方交付税につきましては、既定額に、今回、４，４５６万５，０００円を追

加しまして１６億２，７２５万３，０００円と定めてございます。これにつきましては、

普通交付税が１４億２６８万８，０００円、特別交付税につきましては２億２，４５６

万５，０００円と確定してございます。 

  次に、分担金及び負担金の民生費負担金につきましては、１５９万２，０００円の追

加です。 

  農林業費負担金につきましては、補正額はありませんが事業の組み替えをしてござい

ます。 

  ３款、土木費負担金は、９万６，０００円の追加でございます。 

  次に、この１３款、使用料及び手数料から２１ページの１５款、県支出金につきまし

ても、実績及び事業費の確定によりましてそれぞれ補正措置をしてございますので、お
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目通しをお願いいたします。 

  次に、２１ページをお願いします。 

  ２１ページの下の１６款、財産収入でございます。利子及び配当金につきましては、

それぞれの基金の利子の補正により４６万９，０００円を追加してございます。 

  次のページをお願いします。 

  次に、寄付金の一般寄付金は１０万円の減額、総務費寄付金につきましては、さわや

か上富田まちづくり寄付金で６５万円の追加です。 

  土木費寄付金は、８，０００円の減額。 

  次に、基金繰入金で、今回、合計で１億４，７１９万４，０００円の減額をしてござ

います。 

  次に、特別会計繰入金では、特別会計老人保健より繰入金１，１６３万３，０００円

を追加してございます。 

  次に、諸収入の延滞金、加算金及び過料は、町税延滞金等で９９万９，０００円の追

加でございます。 

  次に、雑入の２節、雑入につきましては２，６７７万円の追加です。 

  次のページをお願いします。 

  主なものとしまして、消防団員退職報償金２６５万７，０００円、平成１９年度分富

田川衛生施設組合負担金精算金２，２２３万８，０００円等でございます。 

  次に、町債につきましては、合計で借り入れ額につきまして３，１５０万の減額をし

てございます。 

  以上が３月３１日付をもって専決をしました内訳でございます。何とぞご承認をよろ

しくお願いいたします。 

  続きまして、報告第４号について説明させていただきます。 

  報告第４号、平成２０年度上富田町一般会計繰越明許費繰越計算書です。 

  総務費で、１２月に議決いただきました国の平成２０年度１次補正において創設され

ました緊急安心実現総合対策交付金事業における避難誘導街路灯設置工事について９０

０万、次に、３月に議決いただきました国の平成２０年度第２次補正予算に係る定額給

付金事業につきましては２億３，８７３万８，０００円、同じく生活対策臨時交付金事

業で９，１５０万、同じく民生費で子育て応援特別手当交付金事業で１，１２７万６，

０００円、次に、土木費の市ノ瀬橋改良事業で５，５４４万７，０００円、教育費の生

馬小学校整備事業で１億３，７４０万円、６事業合計で５億４，３３６万１，０００円。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  この報告につきましては、専決第３号の第２条により説明をいたしました繰越明許費
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について、地方自治法施行令第１４６条に基づき、財源内訳とともに報告するものでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田盛彦） 

  １０時３５分まで休憩します。 

 

 休憩 午前１０時２５分 

 

 再開 午前１０時３５分 

 

○議長（吉田盛彦） 

  再開します。 

  引き続き提案理由の説明を求めます。 

  住民生活課長、廣井君。 

○住民生活課長（廣井哲也） 

  私の方からは、報告第５号から第９号についてご説明させていただきます。よろしく

お願いいたします。 

  報告第５号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し

承認を求める。 

  記。 

  専決第４号、平成２０年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第４号、平成２０年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）。 

  平成２０年度上富田町の特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）は次に定める

ところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億４，２２７万３，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７億９４３万円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  この会計における３月末の保険加入世帯は２，９８０世帯、被保険者数は５，６９９
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名となっております。 

  なお、予算総額で対前年度比約９％の増でございます。 

  ２ページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」でございます。補助金、交付金等の確定により精査し

ております。 

  歳入につきましては、６，０５８万２，０００円の減額をしております。 

  以下、２款の使用料及び手数料から３ページ、１１款、諸収入までそれぞれ精査して

おりますので、お目通しをお願いいたします。 

  歳入合計では、既定額から、今回、１億４，２２７万３，０００円を減額し、１７億

９４３万円と定めております。 

  次の４ページ、５ページをお願いいたします。 

  歳出につきましても、１款の総務費から１２款の予備費までそれぞれ精査の数字を計

上しております。お目通しをお願いいたします。 

  歳出合計では、既定額から、今回、１億４，２２７万３，０００円を減額し、１７億

９４３万円と定めております。 

  ６ページ、７ページ、８ページの歳入歳出補正予算事項別明細書総括につきましては、

お目通しをお願いいたします。 

  ９ページをお願いいたします。 

  歳入につきまして、１款、国民健康保険税でございますが、１目、一般被保険者及び

２目、退職被保険者等で６，０５８万２，０００円の減額をしております。 

  １０ページをお願いいたします。 

  ３款、国庫支出金、１項、国庫負担金で１，７２４万２，０００円の減額をしており

ます。 

  １目、療養給付費等負担金につきましては、国が負担する療養給付費等の３４％で精

査しております。また、１目の後期高齢者支援負担金、３目の特定健康診査等負担金は

平成２０年度からの負担金で、今回はその精査となります。なお、特定健康診査等負担

金につきましては、国庫負担金３分の１、県費負担金３分の１となっております。 

  ２項の国庫補助金では、財政調整交付金で２，７２６万２，０００円の追加をしてお

ります。 

  ４款の療養給付費交付金で、１億７，５７５万１，０００円の減額をしております。 

  ５款の前期高齢者交付金につきましては、１億１，４９８万１，０００円の追加をし

ております。これにつきましては、本年度から６５歳から７４歳までの前期高齢者が対

象となり、その加入率が全国平均より高い場合は交付金を受けることになります。 
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  ６款の県支出金、１項、県負担金で、１，８６７万１，０００円の減額をしておりま

す。 

  ２項、県補助金では１３２万４，０００円の追加をしております。 

  ７款の共同事業交付金で５，１５４万１，０００円の減額、８款、財産収入で９万円

の追加、これは基金の預金利子でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ９款の繰入金の一般会計繰入金で、５２４万９，０００円の追加をしております。な

お、国保システム改修繰入金の１６０万円の減額につきましては、国、県の特別調整交

付金で交付されるようになっております。 

  ２項の基金繰入金につきましては、２，９１５万３，０００円の追加をしております。 

  １１款の諸収入の一般被保険者延滞金につきましては、主に整理回収機構で回収され

た延滞金で２４５万５，０００円を追加しております。 

  ２項、町預金利子、３項、雑入につきましては、それぞれ経費の精査をして計上して

おります。 

  １４ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款の総務費、１項、総務管理費、２項、徴税費及び次のページ、３項、運営協議会

費につきましては、それぞれ所要の経費の見直し及び精査を行っております。 

  ２款、保険給付費の１項、療養諸費につきましては、一般被保険者療養給付費で１億

２，２４２万２，０００円の追加、退職被保険者等療養給付費で１億９，００６万１，

０００円の減額と経費の見直し、精査を行っております。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２項、高額療養費につきましては、一般、退職で６９万３，０００円の追加を行って

おります。 

  ３項、移送費で２万円の減額、４項、出産育児諸費で１５７万円の減額、５項、葬祭

諸費では１７８万円の減額と、それぞれ見直しを行っております。 

  ３款、後期高齢者支援金等では４，０００円の減額、４款、前期高齢者納付金等では

２３万７，０００円の減額、次のページをお願いいたします。 

  ５款、老人保健拠出金で５３８万１，０００円の減額、６款の介護納付金では１，９

２４万７，０００円の減額を行っております。 

  ７款の共同事業拠出金では、精査により３，３８４万８，０００円の減額を行ってお

ります。 

  次のページ、８款の保健事業費では、１項、特定健康診査等事業費及び２項、保健事
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業費につきましては、それぞれの所要の経費の見直しと精査を行っております。 

  次のページをお願いいたします。 

  ９款の基金積立金につきましては、利息分の積み立てで９万円の追加をしております。

なお、基金につきましては、今年度、７，８６９万８，０００円を取り崩し、２０年度

末基金残高は４１６円になると見込んでおります。 

  １０款、公債費、１１款、諸支出金、１２款、予備費につきましては、それぞれ所要

の経費の精査を行っております。 

  ２２ページ、２３ページの給与費明細書につきましては、お目通しをお願いいたしま

す。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、報告第６号をお願いいたします。 

  報告第６号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し

承認を求める。 

  記。 

  専決第５号、平成２０年度上富田町特別会計老人保健補正予算（第１号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第５号、平成２０年度上富田町特別会計老人保健補正予算（第１号）。 

  平成２０年度上富田町の特別会計老人保健補正予算（第１号）は次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，３６２万５，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，４２５万９，０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  なお、この会計につきましては、平成２２年度末までとなっております。 

  ２ページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。負担金、交付金等の確定により精査しておりま

す。 

  歳入につきましては、１款の支払基金交付金から５款諸収入まで、それぞれ精査して

計上しております。 
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  歳入合計は、既定額に、今回、３，３６２万５，０００円を追加し、１億２，４２５

万９，０００円と定めております。 

  歳出につきましても、１款、総務費から４款、諸支出金まで、それぞれ精査の数字を

計上しております。 

  歳出合計は、既定額に、今回、３，３６２万５，０００円を追加し、１億２，４２５

万９，０００円と定めております。 

  ４ページ、５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては、お目通

しをお願いいたします。 

  ６ページをお願いいたします。 

  歳入につきましては、１款の支払基金交付金で１，９８４万９，０００円を追加して

おります。 

  ２款の国庫支出金で、１，４００万６，０００円を追加しております。 

  ３款の県支出金では３４２万６，０００円を追加、４款、繰入金の一般会計繰入金で

７８７万３，０００円を全額減額しております。これは、平成１９年度の支払基金等か

らの交付金や、国、県等の負担金確定の精査による減額でございます。 

  次のページ、５款、諸収入、１項、町預金利子、２項、第三者納付金、３項、雑入は、

それぞれ精査して計上しております。 

  ８ページ、９ページをお願いいたします。 

  歳出につきましては、１款の総務費、一般管理費におきましては、それぞれの経費を

精査しております。 

  ２款の医療諸費の１目、医療給付費で１，８３７万８，０００円の追加、２目、医療

費支給額で３５７万１，０００円を追加し、２款、医療諸費全体で２，１９８万２，０

００円の追加としております。 

  ３款の公債費は１万５，０００円の減額、４款の諸支出金につきましては、平成１９

年度における支払基金の交付金、国、県からの負担金の確定により精査し、一般会計へ

の繰入金として１，１６３万３，０００円を追加しております。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、報告第７号をお願いいたします。 

  報告第７号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し

承認を求める。 

  記。 

  専決第６号、平成２０年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第３号）。 
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  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第６号、平成２０年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第３号）。 

  平成２０年度上富田町の特別会計後期高齢者医療補正予算（第３号）は次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７２３万３，０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８，２９８万円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  繰越明許費。 

  第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる

経費は「第２表 繰越明許費」による。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  なお、この会計における３月末の被保険者数は１，７００名となっております。 

  ２ページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。補助金等の確定により精査しております。 

  歳入につきましては、１款の保険料から４款の国庫支出金まで、それぞれ精査して計

上しております。 

  歳入合計は、既定額から、今回、７２３万３，０００円を減額し、１億８，２９８万

円と定めております。 

  歳出につきましては、広域連合納付金等が確定し、精査しております。 

  １款の総務費から３款、公債費まで、それぞれ確定後の数字を計上しております。 

  歳出合計は、既定額から、今回、７２３万３，０００円を減額し、１億８，２９８万

円と定めております。 

  ４ページをお願いいたします。 

  「第２表 繰越明許費」でございます。 

  事業名は、後期高齢者医療円滑運営事業です。これは、平成２０年度後期高齢者医療

制度円滑運営事業補助金の交付システム改修事業ですが、国での基本設計に時間を要し、

年度内に完成しなかったため、平成２１年度へ３１５万円の繰り越しを予定しておりま

す。内容は、後期高齢者医療に係る保険料の軽減率の変更等に関するもので、全額国費

補助事業となります。 

  ５ページ、６ページの歳入歳出補正予算事項別明細書総括につきましては、お目通し
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をお願いいたします。 

  ７ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款の保険料につきましては、７万８，０００円の追加をしております。 

  ２款の繰入金につきましては、７４０万８，０００円を減額しております。 

  ４款の国庫支出金につきましては、９万８，０００円を追加しております。 

  ８ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款の総務費の１項、総務管理費、２項、徴収費につきましては、それぞれ所要の経

費の見直し及び精査をして計上しております。 

  ２款、後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、負担金等の確定により精査し、

計上しております。 

  次のページ、３款の公債費につきましても、精査して計上しております。 

  以上でございます。 

  続きまして、報告第８号をお願いいたします。 

  報告第８号、平成２０年度上富田町特別会計後期高齢者繰越明許費繰越計算書でござ

います。 

  事業名は後期高齢者医療円滑運営事業で、これに伴うシステム改修事業費として３１

５万を繰り越しするものでございます。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  この報告は、専決第６号第２条により説明いたしました繰越明許費について、地方自

治法施行令第１４６条に基づきまして財源内訳とともに報告するものでございます。 

  以上、ご承認よろしくお願いいたします。 

  続きまして、報告第９号をお願いいたします。 

  報告第９号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し

承認を求める。 

  記。 

  専決第７号、平成２０年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第３号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第７号、平成２０年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第３号）。 

  平成２０年度上富田町の特別会計介護保険補正予算（第３号）は次に定めるところに
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よる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，１２５万６，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億８，２６０万４，０００円とす

る。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  この会計におけます３月末の第１号被保険者は３，１５１名で、認定者は５７９名、

受給者は４９８名となっております。 

  予算総額は、対前年度比で約８％の増となっております。 

  ２ページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。補助金、交付金の確定により精査しております。 

  歳入につきましては、１款の保険料で１１１万４，０００円の減額をしております。 

  ２款、使用料及び手数料から次のページの９款、諸収入までそれぞれ精査し、計上し

ておりますので、お目通しよろしくお願いいたします。 

  歳入合計では、既定額から、今回、３，１２５万６，０００円を減額し、９億８，２

６０万４，０００円と定めております。 

  ４ページ、５ページをお願いいたします。 

  歳出につきましても、１款の総務費から次のページ、６款の諸支出金までそれぞれ精

査の数字を計上しております。 

  歳出合計では、既定額から、今回、３，１２５万６，０００円を減額し、９億８，２

６０万４，０００円と定めております。 

  ６ページ、７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては、お目通

しをお願いいたします。 

  ８ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款の保険料の第１号被保険者保険料で、１，１１１万４，０００円を減額しており

ます。 

  ３款の国庫支出金の１項、国庫負担金では２，８００万の減額、２項、国庫補助金で

は１，６６５万１，０００円を追加しております。 

  ４款の支払基金交付金では８４６万９，０００円の減額、５款、県支出金の１項、県

負担金では４４０万２，０００円の減額、２項、県補助金では１２万５，０００円の追
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加としております。 

  ７款、繰入金の１項、一般会計繰入金では、次のページをお願いいたします。１，２

２０万５，０００円の減額をしております。 

  ２項、基金繰入金では１，８４４万６，０００円の減額、９款、諸収入、１項、町預

金利子、２項、雑入につきましてはそれぞれ精査の上、計上しております。 

  １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款の総務費の１項、総務管理費につきましては、それぞれ所要の経費の見直し及び

精査をして計上しております。なお、介護給付費準備基金の３月末積み立て額は、３，

５２０万４，０６７円を見込んでおります。 

  ２項、徴収費、３項、介護認定調査費につきましては、それぞれ所要の経費の見直し

及び精査をして計上しております。 

  ２款、保険給付費の１項、介護サービス等諸費につきましては、要介護認定者に係る

分でございまして、それぞれ所要の経費の見直しと財源の見直しをして、次のページを

お願いいたします。３，０７３万１，０００円の減額としております。 

  ２項、介護予防サービス等諸費につきましては、要支援の認定者に係る分でございま

す。経費の見直しと財源の見直しを行い、次のページ、６１６万１，０００円の減額と

しております。 

  ３項、その他諸費、４項、高額介護サービス等費も、それぞれ精査して計上しており

ます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ５項、特定入所者介護サービス等費で、１３万６，０００円の減額をしております。 

  ４款の公債費につきましては、１５０万円全額減額としております。 

  ５款の地域支援事業費、１項、介護予防事業費では、次のページ、職員給与等所要の

経費等の精査により４０９万９，０００円を追加しております。 

  ２項、包括的支援事業・任意事業費につきましても、次の１８ページをお願いいたし

ます。それぞれの経費の見直し、財源の見直しを行い、８０９万９，０００円の減額と

しております。 

  ６款、諸支出金、１項、償還金及び還付加算金では、１９年度精算後の返還金として

４万６，０００円を追加しております。 

  ２０ページ、２１ページの給与費明細書につきましては、お目通しをお願いいたしま

す。 

  以上、ご承認のほどよろしくお願いいたします。 
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○議長（吉田盛彦） 

  産業建設課企画員、植本君。 

○産業建設課企画員（植本 亮） 

  おはようございます。 

  私の方からは、報告第１０号と報告第１１号についてご説明させていただきます。 

  報告第１０号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、下記のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により、これを報

告し承認を求める。 

  記。 

  専決第８号、平成２０年度上富田町特別会計町営砂利採取砕石事業補正予算（第３

号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第８号、平成２０年度上富田町特別会計町営砂利採取砕石事業補正予算（第３

号）。 

  平成２０年度上富田町の特別会計町営砂利採取砕石事業補正予算（第３号）は次に定

めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，３３７万１，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，９８４万６，０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  ２ページ目をお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入。 

  １款、砂利事業収入、これについては４０１万減額しております。 

  ２款、財産収入、９万７，０００円を追加しております。 

  ３款、繰入金、１，０００万円を減額しております。 

  ４款、繰越金、３，０００円を追加しております。 

  ５款、諸収入、町預金利息については、１，０００円を減額しております。 

  雑入については、５４万を追加しております。 

  歳入合計については、既定額から１，３３７万１，０００円を減額しております。 
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  次のページをお願いします。 

  歳出については、１款、公営企業費、砂利管理費は１，３３４万６，０００円を減額

しております。 

  ２款、公債費については、２万５，０００円を減額しております。 

  歳出合計については、既定額から１，３３７万１，０００円を減額して、５，９８４

万６，０００円と定めております。 

  ４ページ、５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては、お目通

しの方をお願いします。 

  ６ページをお願いします。 

  歳入。 

  １款の砂利事業収入について、砂利販売収入について、補正額として４０１万を減額

しております。 

  ２款、財産収入として、利子及び配当金として、９万７，０００円を追加しておりま

す。 

  ３款、繰入金として、砂利企業基金繰入金として、１，０００万円を減額しておりま

す。 

  ４款、繰越金として、３，０００円を追加しております。 

  ５款、諸収入として、町預金利息として、１，０００円を減額しております。 

  ５款、諸収入として、雑入として、５４万を追加しております。 

  ８ページをお願いします。 

  歳出について、１款として、公営企業費、砂利事業費として、１，３３４万６，００

０円を減額しております。 

  ２款として、公債費、利子として２万５，０００円を減額しております。 

  続きまして、報告第１１号について説明させていただきます。 

  報告第１１号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、下記のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により、これを報

告し承認を求める。 

  記。 

  専決第９号、平成２０年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第３号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第９号、平成２０年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第３号）。 

  平成２０年度上富田町の特別会計宅地造成事業補正予算（第３号）は次に定めるとこ
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ろによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，８３７万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億６，０８２万２，０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  ２ページ目をお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入。 

  １款、諸収入、収入事業収入及び雑入として、３，８３７万円を減額しております。 

  歳入合計としては、既定額から３，８３７万円を減額して、５億６，０８２万２，０

００円と定めております。 

  歳出。 

  １款、宅地造成費、宅地造成管理費として、３，４０７万円を減額しております。 

  公債費として、４３０万円を減額しております。 

  歳出合計としては、既定額から３，８３７万円を減額して５億６，０８２万２，００

０円と定めております。 

  ３ページ目の歳入歳出補正予算事項別明細書総括につきましては、お目通しをお願い

いたします。 

  次のページをお願いします。 

  歳入について、１款、諸収入として、宅地造成事業収入４，２８２万９，０００円を

減額しております。 

  町預金利息として、１，０００円を減額しております。 

  雑入として、４５１万円を追加しております。 

  諸収入計としては、既定額から３，８３７万円を減額して、５億６，０８２万２，０

００円としております。 

  ５ページをお願いします。 

  歳出。 

  １款として、宅地造成費、１目、宅地造成事業費として、８６０万６，０００円を減

額しております。 

  ２目、大内谷残土処分場事業費として、２，５４６万４，０００円を減額しておりま

す。 
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  計としまして、既定額から３，４０７万円を減額して４，３４１万円としております。 

  ２款、公債費、利息として、４３０万円を減額しております。 

  以上、ご承認していただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田盛彦） 

  総務政策課企画員、薮内君。 

○総務政策課企画員（薮内昭孝） 

  それでは、私の方から、報告第１２号、第１３号について説明申し上げます。 

  報告第１２号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告

し承認を求める。 

  記。 

  専決第１０号、平成２０年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第３

号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次の１ページをお願いします。 

  専決第１０号、平成２０年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第３

号）。 

  平成２０年度上富田町の特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第３号）は次に定

めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１７万６，０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，０５７万７，０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次の２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入。 

  ２款、諸収入、１項、貸付金元利収入、既定額から１１７万５，０００円を減額し、

１，０５１万２，０００円と定めております。 

  町預金利子につきましては、１，０００円を減額しております。 

  歳入合計といたしまして、既定額から１１７万６，０００円を減額し、１，０５７万

７，０００円と定めております。 
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  歳出。 

  １款、公債費、既定額から１１７万６，０００円を減額し、５８３万円と定めており

ます。 

  歳出合計といたしまして、既定額から１１７万６，０００円を減額し、１，０５７万

７，０００円と定めております。 

  ３ページの事項別明細書につきましては、お目通し願います。 

  ４ページをお願いします。 

  ２ 歳入。 

  ２款、諸収入、１目、宅地取得資金貸付金元利収入、既定額から１１７万５，０００

円を減額し、１，０５１万２，０００円と定めております。 

  ２款、諸収入の町預金利子につきましては、１，０００円を減額しております。 

  ３ 歳出。 

  １款、公債費、１目、元金、既定額から１０８万８，０００円を減額し、４７９万９，

０００円と定めています。 

  ２目、利子、既定額から８万８，０００円を減額し、１０３万９，０００円と定めて

おります。 

  合計といたしまして、既定額から１１７万６，０００円を減額し、５８３万８，００

０円と定めております。 

  続きまして、報告第１３号について説明申し上げます。 

  専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１１号、平成２０年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第３

号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次の１ページをお願いします。 

  専決第１１号、平成２０年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第３

号）。 

  平成２０年度上富田町の特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第３号）は次に定

めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６７万８，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，７６９万１，０００円とする。 
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  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の総額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次の２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入。 

  ２款、諸収入、１項、貸付金元利収入、既定額から６７万７，０００円を減額し、６，

７３６万６，０００円と定めています。 

  町預金利子については、１，０００円を減額しております。 

  歳入合計といたしまして、既定額から６７万８，０００円を減額し、６，７６９万１，

０００円と定めています。 

  歳出。 

  １款、公債費、既定額から６７万８，０００円を減額し、２，４５６万４，０００円

と定めております。 

  歳出合計といたしまして、既定額から６７万８，０００円を減額し、６，７６９万１，

０００円と定めております。 

  ３ページの事項別明細書につきましては、お目通し願います。 

  ４ページをお願いします。 

  ２ 歳入。 

  ２款、諸収入、１目、住宅新築資金貸付金元利収入、既定額から６７万７，０００円

を減額し、６，７３６万６，０００円と定めております。 

  ２款、諸収入の町預金利子につきましては、１，０００円を減額しております。 

  ３ 歳出。 

  １款、公債費、１目、元金、既定額から１０４万８，０００円を減額し、１，９８３

万８，０００円と定めております。 

  ２目、利子、既定額に３７万円を追加し、４７２万６，０００円と定めています。合

計といたしまして、既定額から６７万８，０００円を減額し、２，４５６万４，０００

円と定めております。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田盛彦） 

  教育委員会生涯学習課長 山崎君。 

○教育委員会生涯学習課長（山崎一光） 

  続きまして、報告第１４号をご説明申し上げます。 
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  報告第１４号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告

し承認を求める。 

  記。 

  専決第１２号、平成２０年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第２号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第１２号、平成２０年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第２号）。 

  平成２０年度上富田町の特別会計奨学事業補正予算（第２号）は次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０万８，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５３万６，０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入。 

  １、財産収入では、既定額に、今回、５万８，０００円の増額、繰越金、今回、５，

０００円の増額、諸収入、今回、３４万５，０００円の増額。 

  歳入合計では、既定額に４０万８，０００円を増額し、５５３万６，０００円と定め

ております。 

  歳出。 

  総務費に、今回、４０万８，０００円を増額し、歳出合計では、既定額に４０万８，

０００円を増額して、５５３万６，０００円と定めてございます。 

  ３ページの歳入歳出補正予算事項別明細書総括につきましては、お目通しのほどをよ

ろしくお願いいたします。 

  ４ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款、財産収入、今回、５万８，０００円の増額。 

  ２款、繰越金、今回、５，０００円の増額。 

  ３款、諸収入、今回、３４万５，０００円の増額でございます。 



－ 40 － 

  歳出。 

  １款、総務費、一般管理費で、既定額に４０万８，０００円を増額しております。 

  合計で、既定額に４０万８，０００円を増額し、５５３万６，０００円と定めてござ

います。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（吉田盛彦） 

  上下水道課長、木村君。 

○上下水道課長（木村勝彦） 

  私の方からは、報告第１５号から１８号についてご説明を申し上げます。 

  報告第１５号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告

し承認を求める。 

  記。 

  専決第１３号、平成２０年度上富田町特別会計共同汚水処理施設事業補正予算（第２

号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第１３号、平成２０年度上富田町特別会計共同汚水処理施設事業補正予算（第２

号）。 

  平成２０年度上富田町の特別会計共同汚水処理施設事業補正予算（第２号）は次に定

めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６０万９，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，２８５万１，０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入。 

  これにつきましては精査しており、歳入合計、今回、既定額に６０万９，０００円を

追加し、１，２８５万１，０００円と定めております。 

  ３ページをお願いします。 
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  歳出につきましても精査しており、歳出合計、既定額に６０万９，０００円を追加し、

１，２８５万１，０００円と定めています。 

  ４ページ、５ページの事項別明細書は、お目通しをお願いいたします。 

  ６ページをお願いいたします。 

  ２ 歳入。 

  使用料及び手数料、使用料、既定額に４７万４，０００円を追加し、１，２２７万４，

０００円。 

  財産収入、利子及び配当金、既定額に１３万７，０００円を追加し、１３万８，００

０円。 

  諸収入、町預金利子、既定額から２，０００円を減額し、ゼロとしております。 

  歳出。 

  汚水処理費、汚水処理管理費、既定額に６１万９，０００円を追加し、１，２８５万

１，０００円と定めています。 

  管理経費を減額し、積立金２６３万９，０００円を追加補正しております。これによ

りまして、平成２０年度末の基金総額は１億２，４４３万１，２４１円となる見込みで

す。 

  公債費、利子、既定額から１万円を減額し、ゼロとしております。 

  続きまして、報告第１６号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１

７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によ

り、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１４号、平成２０年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第２号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第１４号、平成２０年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第２号）。 

  平成２０年度上富田町の特別会計農業集落排水事業補正予算（第２号）は次に定める

ところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３７８万７，０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８，８８３万６，０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 
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  ２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入。 

  これにつきましては、今回、事業費の確定により、一般会計からの繰入金４５７万１，

０００円の減額を始めとする歳入であります。 

  歳入合計、既定額から３７８万７，０００円を減額し、１億８，８８３万６，０００

円と定めています。 

  ３ページをお願いします。 

  歳出につきましても、事業費の精査により減額しています。 

  歳出合計、既定額から、今回、３７８万７，０００円を減額し、１億８，８８３万６，

０００円と定めています。 

  ４ページ、５ページの事項別明細書は、お目通しをお願いします。 

  ６ページをお願いいたします。 

  歳入。 

  使用料及び手数料、農業集落排水使用料、既定額から１９万５，０００円を減額し、

４，０８６万２，０００円。 

  繰入金、一般会計繰入金、既定額から４５７万１，０００円を減額し、１億４，３５

４万８，０００円。 

  諸収入、町預金利子、既定額から１，０００円を減額し、ゼロ。 

  雑入、既定額から１，０００円を減額し、ゼロ。 

  負担金及び分担金、農業集落排水事業負担金、今回、新規加入３基に伴う増額で、既

定額に９８万１，０００円を追加し、４４２万６，０００円と定めております。 

  歳出。 

  農業集落排水事業費、総務費、今回、精査により既定額から５０万６，０００円を減

額し、１，０１６万１，０００円としております。 

  施設維持管理費、既定額から３１５万６，０００円を減額し、４，５９０万５，００

０円としております。これにつきましては、各地区の施設の維持管理費の精査による減

額であります。 

  ８ページをお願いいたします。 

  公債費、利子、既定額から１２万５，０００円を減額し、３，９１２万２，０００円

としております。一時借入金の利子の減額です。 

  ９ページの給与費明細書につきましては、お目通しをお願いいたします。 

  続きまして、報告第１７号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１
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７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によ

り、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１５号、平成２０年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第３号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第１５号、平成２０年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第３号）。 

  平成２０年度上富田町の特別会計公共下水道事業補正予算（第３号）は次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，８９１万７，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８，０６３万円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  繰越明許費。 

  第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は「第２表 繰越明許費」による。 

  地方債の補正。 

  第３条 地方債の変更は「第３表 地方債補正」による。 

  平成２１年３月３１日専決、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入につきましては、事業費の確定により精査しております。 

  歳入合計、既定額から２，８９１万７，０００円を減額し、２億８，０６３万円と定

めております。 

  ３ページをお願いします。 

  歳出につきましても、精査をしております。 

  歳出合計では、既定額から２，８９１万７，０００円を減額し、２億８，０６３万円

と定めています。 

  ４ページをお願いいたします。 

  「第２表 繰越明許費」。 

  公共下水道事業で年度内に完成しなかったため、今回、５，６５５万２，０００円の

繰り越しでございます。 
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  ５ページをお願いいたします。 

  「第３表 地方債補正」 

  地方債の変更でございまして、事業費の確定により、限度額８，１１０万円から１，

５２０万円を減額し、限度額を６，５９０万円と定めております。 

  ６ページ、７ページの事項別明細書は、お目通しをお願いいたします。 

  ８ページをお願いいたします。 

  歳入。 

  負担金及び分担金、公共下水道受益者負担金、既定額から１，７８１万３，０００円

を減額し、３，２１８万７，０００円。 

  公共下水道使用料、既定額から６０万４，０００円を減額し、５２２万７，０００円。 

  一般会計繰入金、既定額に５４５万６，０００円を追加し、１億５６４万６，０００

円。 

  下水道事業基金繰入金、既定額から２３４万９，０００円を減額し、８２３万７，０

００円。 

  町預金利子、既定額から１，０００円を減額し、ゼロ。 

  諸収入、雑入、既定額に１５２万５，０００円を追加し、１５２万６，０００円。消

費税の還付金であります。 

  公共下水道事業債、既定額から１，５２０万円を減額し、６，５９０万円。 

  利子及び配当金、今回、下水道事業基金預金利子として、６万９，０００円を追加し

ております。 

  １０ページをお願いいたします。 

  歳出。 

  公共下水道事業費、既定額から２，１４１万５，０００円を減額し、１億８，４５９

万２，０００円としております。主なものとしましては、公共下水道事業に伴う委託料

で６２６万９，０００円の減額及び下水道管布設工事費で７３９万７，０００円の減額

であります。今回精査し、積立金５７５万４，０００円を減額しています。これにより、

平成２０年度末基金総額は７，８６６万５，４３３円となる見込みであります。 

  施設維持管理費、既定額から４２９万８，０００円を減額し、１，４６４万３，００

０円としています。 

  公債費、利子、既定額から３２０万４，０００円を減額し、３，５５３万６，０００

円と定めております。償還金利子と一時借入金の利子であります。 

  １２ページの給与費明細書につきましては、お目通しをお願いいたします。 

  続きまして、報告第１８号、平成２０年度上富田町特別会計公共下水道事業繰越明許
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費繰越計算書であります。 

  今回、事業名、公共下水道事業として、１億８，４５９万２，０００円の事業費に対

しまして、翌年度へ５，６５５万２，０００円を繰り越しております。これにつきまし

ては、生馬、本郷地区の下水道管６工区及び朝来地区の下水道管１６工区の布設工事の

繰り越しでございます。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田盛彦） 

  総務政策課長、和田君。 

○総務政策課長（和田幸太郎） 

  おはようございます。 

  報告第１９号及び報告第２０号についてご説明申し上げます。 

  報告第１９号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告

し承認を求める。 

  記。 

  専決第１６号、和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の変更に関する協議

について。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第１６号、和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の変更に関する協議

について、地方自治法第２８６条第１項の規定により、平成２１年４月１日から、和歌

山県市町村非常勤職員公務災害補償組合に和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合

を加入させるとともに、和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の一部を次の

とおり変更することについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり

専決処分する。 

  平成２１年４月１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の一部を改正する規約。 

  和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の一部を次のように改正する。 

  この改正につきましては、和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合が平成２１年

４月１日付で設立したことで、本組合から加入申請がありましたので、本年４月１日付

で、和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合を追加する規約の変更について専決処
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分しましたので、これを報告し、承認を求めるものであります。 

  なお、参考資料として新旧対照表を添付していますので、ご参照願います。 

  続きまして、報告第２０号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１

７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、

これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１８号、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  専決第１８号、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。 

  職員の給与等に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２１年５月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。 

  職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  附則に次の２項を加えるとしてございます。 

  この改正につきましては、景気悪化の経済情勢の中、大幅減少が見込まれる民間企業

のボーナスの実態を踏まえ、官民調整を図るため、平成２１年５月１日付の人事院勧告、

また平成２１年５月１１日付の和歌山県人事委員会の勧告に準じ、平成２１年６月支給

の職員の期末手当及び勤勉手当を臨時的な特例措置として減額するものでございます。 

  改正内容につきましては、平成２１年６月支給の期末手当について現行１．４カ月か

ら０．１５カ月分の減額、勤勉手当について現行０．７５カ月から０．０５カ月分の減

額、期末・勤勉合わせて０．２カ月分の減額措置をするものでございます。 

  このことによって、一般職員の期末手当で６２１万円の減額、勤勉手当で２０７万７，

０００円の減額、合わせて８２８万７，０００円の減額となり、職員１人当たりの平均

で６万６，８００円の減額となります。 

  なお、今回の措置については、期末・勤勉手当の支給基準日が平成２１年６月１日で

あるため、平成２１年５月２９日付で専決しましたので、これを報告し、承認を求める

ものでございます。どうぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田盛彦） 

  総務政策課企画員、浦君。 

○総務政策課企画員（浦 勝明） 

  よろしくお願いいたします。 
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  報告第２１号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告

し承認を求める。 

  記。 

  専決第１７号、平成２１年度上富田町一般会計補正予算（第１号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第１７号、平成２１年度上富田町一般会計補正予算（第１号）。 

  平成２１年度上富田町の一般会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，９９２万３，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億２，１９２万３，０００円とす

る。 

  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年４月１日専決、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  歳入につきましては、１５款、県支出金で、既定額に、今回、１，６０７万を追加し、

３億２，６７７万６，０００円と定めてございます。 

  １８款、繰入金で、今回、３８０万の追加。 

  ２０款、諸収入で、今回、５万３，０００円の追加。 

  歳入合計では、既定額に、今回、１，９９２万３，０００円を追加し、４７億２，１

９２万３，０００円と定めてございます。 

  歳出につきましては、２款、総務費で、今回、１，６０７万３，０００円を追加し、

６億５，３５９万９，０００円と定めてございます。 

  ６款、商工費で、今回、３８５万の追加です。 

  歳出合計では、既定額に、今回、１，９９２万３，０００円を追加し、４７億２，１

９２万３，０００円と定めてございます。 

  次の歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、６ページまでにつきましては、

お目通しをお願いします。 

  ７ページをお願いします。 

  歳入です。 
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  歳入につきましては、今回の補正に係る財源でございます。 

  １５款、県支出金の総務費県補助金は、ふるさと雇用再生特別基金補助金、緊急雇用

創出事業臨時特例基金補助金で１，５９２万７，０００円の追加です。 

  商工費、県補助金は、１４万３，０００円の追加です。 

  次に、繰入金の財政調整基金繰入金は３８０万。 

  次の諸収入、雑入で５万３，０００円。 

  これらにつきましては、今回の補正に係る一般財源を補填しております。 

  次のページをお願いします。 

  次に、歳出につきましては、２款、総務費で県のふるさと雇用再生特別基金及び緊急

雇用創出事業臨時特例基金を活用しまして事業を実施するために、新たに１３目にふる

さと雇用再生特別基金事業費を設けています。この事業費は、上富田地域交流センター

内に一時預かりの保育施設を設置し、原則、在宅で児童を養育している家庭を対象とし

て、母親が病気などで子供の世話ができないときに、母親、家庭の子育て支援を行う就

学前児童の育成支援業務委託料７３万６，０００円を措置してございます。 

  また、１４目に緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費を設けています。この事業費に

つきましては、富田川の立木伐採等事業、花壇整備事業、準用河川環境整備事業、道路

環境整備事業、宿直業務事業に係る経費について事業内容が各課にわたりますので、こ

の１４目で８３３万７，０００円を措置してございます。 

  次に、商工費の商工総務費につきましては、プレミアム商品券補助金３８５万を措置

してございます。これにつきましては、商工会に補助金として支出し、地域の活性化に

取り組むものでございまして、１万円に対して１，０００円分のプレミアムのついた商

品券を販売するものでございます。 

  以上が４月１日付をもって専決しました内訳です。何とぞご承認いただきますようよ

ろしくお願いします。 

○議長（吉田盛彦） 

  産業建設課企画員、植本君。 

○産業建設課企画員（植本 亮） 

  報告第２２号についてご説明させていただきます。 

  報告第２２号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、下記のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により、これを報

告し承認を求める。 

  記。 

  専決第１９号、平成２１年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第１号）。 
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  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  専決第１９号、平成２１年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第１号）。 

  平成２１年度上富田町の特別会計宅地造成事業補正予算（第１号）は次に定めるとこ

ろによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億８，５３０万４，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億８，１５４万２，０００円と

する。 

  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  一時借入金の補正。 

  第２条 一時借入金の借り入れの最高額に４億円を追加し、一時借入金の借り入れの

最高額を５億円とする。 

  平成２１年５月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  ２ページ目をお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」 

  歳入。 

  第１款、諸収入、収入事業、収入及び雑入、４億８，５３０万４，０００円を追加し

ております。 

  歳入合計として、既定額に４億８，５３０万４，０００円を追加して、６億８，１５

４万２，０００円としております。 

  歳出。 

  ２款、公債費として、５００万を追加しております。 

  ３款、前年度繰上充用金として、４億８，０３０万４，０００円を追加しております。 

  歳出合計としましては、既定額に４億８，５３０万４，０００円を追加して６億８，

１５４万２，０００円と定めております。 

  ３ページの歳入歳出補正予算事項別明細書総括につきましては、お目通しをお願いい

たします。 

  ４ページをお願いいたします。 

  歳入。 

  １款、諸収入として、宅地造成事業収入として、４億８，５３０万４，０００円を追

加しております。 
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  計といたしましては、既定額に４億８，５３０万４，０００円を追加し、６億８，１

５４万２，０００円と定めております。 

  ５ページをお願いします。 

  歳出。 

  ２款、公債費、利子としては、補正額に５００万円を追加しております。 

  ３款、前年度繰上充用金は、既定額に４億８，０３０万４，０００円を追加しており

ます。 

  以上、ご承認をいただくようよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田盛彦） 

  総務政策課企画員、薮内君。 

○総務政策課企画員（薮内昭孝） 

  それでは、報告第２３号、第２４号について説明申し上げます。 

  報告第２３号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告

し承認を求める。 

  記。 

  専決第２０号、平成２１年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１

号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次の１ページをお願いします。 

  専決第２０号、平成２１年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１

号）。 

  平成２１年度上富田町の特別会計宅地取得資金貸付事業補正予算（第１号）は次に定

めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０２万５，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８３５万９，０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  一時借入金。 

  第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高

額は５００万円と定める。 

  平成２１年５月２９日専決、上富田町長小出隆道。 
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  次の２ページ目をお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入。 

  諸収入といたしまして、既定額に４０２万５，０００円を追加し、８３５万９，００

０円と定めております。 

  歳出。 

  １款、公債費、既定額に５万円を追加し、４３８万４，０００円と定めております。 

  前年度繰上充用金につきましては、３９７万５，０００円を計上しております。 

  歳出合計といたしまして、既定額に４０２万５，０００円を追加し、８３５万９，０

００円と定めております。 

  ３ページの事項別明細書につきましては、お目通し願います。 

  ４ページをお願いします。 

  ２ 歳入。 

  １款、諸収入、１目、宅地取得資金貸付金元利収入、既定額に４０２万５，０００円

を追加して８３５万８，０００円と定めております。 

  ３ 歳出。 

  １款、公債費、２目、利子、既定額に５万円を追加し、１１１万２，０００円と定め

ています。 

  合計といたしまして、既定額に５万円を追加し、４３８万４，０００円と定めていま

す。 

  前年度繰上充用金につきましては、３９７万５，０００円を計上しております。 

  続きまして、報告第２４号について説明申し上げます。 

  専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  記。 

  専決第２１号、平成２１年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第１

号）。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次の１ページをお願いします。 

  専決第２１号、平成２１年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第１

号）。 

  平成２１年度上富田町の特別会計住宅新築資金貸付事業補正予算（第１号）は次に定

めるところによる。 
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  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，６１５万７，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，６０９万円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  一時借入金。 

  第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高

額は５，０００万円と定める。 

  平成２１年５月２９日専決、上富田町長小出隆道。 

  次の２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入。 

  ２款、諸収入、既定額に４，６１５万７，０００円を追加して、６，５９６万円と定

めております。 

  歳入合計といたしまして、既定額に４，６１５万７，０００円を追加し、６，６０９

万円と定めております。 

  歳出。 

  １款、公債費、既定額に５０万円を追加し、２，０４３万３，０００円と定めており

ます。 

  前年度繰上充用金につきましては、４，５６５万７，０００円を計上しております。 

  歳出合計といたしまして、既定額に４，６１５万７，０００円を追加し、６，６０９

万円と定めております。 

  ３ページの事項別明細書につきましては、お目通し願います。 

  ４ページをお願いします。 

  ２ 歳入。 

  ２款、諸収入、１目、住宅新築資金貸付金元利収入、既定額に４，６１５万７，００

０円を追加し、６，５９５万９，０００円と定めております。 

  ３ 歳出。 

  １款、公債費、２目、利子、既定額に５０万円を追加し、５０２万６，０００円と定

めております。 

  合計といたしまして、既定額に５０万円を追加し、２，０４３万３，０００円と定め

ております。 

  ２款、前年度繰上充用金につきましては、４，５６５万７，０００円を計上しており
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ます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田盛彦） 

  税務課長、和田君。 

○税務課長（和田精之） 

  議案第２９号及び３０号について説明させていただきます。 

  議案第２９号について説明させていただきます。 

  議案第２９号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）。 

  （上富田町国民健康保険税条例の一部改正） 

  第１条 上富田町国民健康保険税条例の一部を別紙のように改正する。 

  本条の一部改正につきましては、国民健康保険税率の改正であります。平成１５年度

に改正以来、基金の取り崩しをもって運営してまいりましたが、平成２０年度におきま

して基金も底をつき、今回、国民健康保険税条例の一部改正をお願いするものでありま

す。 

  それでは、改正内容につきまして、別紙参考資料の新旧対照表にて説明させていただ

きます。 

  １ページをお願いします。 

  第３条の第１項につきましては、医療費分の所得割の税率で、現行の１００分の３．

９を１００分の５．４に改正するものであります。 

  第４条につきましては、医療費分の資産割の税率で、現行の１００分の４９を１００

分の３５に改正するものであります。 

  第５条につきましては、医療費分の均等割で、現行の１人当たり１万９，０００円を

２万３，０００円に改正するものです。 

  ２ページをお願いします。 

  第５条の２第１号につきましては、医療費分の平等割で、現行の１世帯当たり２万５，

０００円を２万円に改正するものであります。 

  第５条の２第２号につきましては、医療費分の特定世帯の平等割で、現行の１世帯当

たり１万２，５００円を１万円に改正するものであります。 

  第６条につきましては、後期高齢者支援金分の所得割の税率で、現行の１００分の１．
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４を１００分の２に改正するものであります。 

  ３ページをお願いします。 

  第７条につきましては、後期高齢者支援金分の資産割の税率で、現行の１００分の７

を１００分の１２に改正するものであります。 

  第７条の２につきましては、後期高齢者支援金分の均等割で、現行、１人当たり５，

０００円を８，０００円に改正するものであります。 

  第７条の３第１号につきましては、後期高齢者支援金分の平等割で、現行の１世帯当

たり５，０００円を７，０００円に改正するものであります。 

  第７条の３第２号につきましては、後期高齢者支援金分の特定世帯の平等割で、現行

の１世帯当たり２，５００円を３，５００円に改正するものであります。 

  ４ページをお願いします。 

  ２３条第１号のイにつきましては、医療費分の均等割、７割軽減額を現行の１万３，

３００円を１万６，１００円に、ロの（１）につきましては、世帯平等割の軽減額を現

行の１世帯当たり１万７，５００円を１万４，０００円に、（２）の特定世帯の軽減額

を現行の１世帯当たり８，７５０円を７，０００円に、ハにつきましては、後期高齢者

支援金分の均等割、７割軽減額を現行の３，５００円を５，６００円に、ニの（１）に

つきましては、世帯平等割の軽減額を現行の１世帯当たり３，５００円を４，９００円

に、（２）の特定世帯の軽減額を現行の１世帯当たり１，７５０円を２，４５０円に改

正するものであります。 

  ５ページをお願いします。 

  ２３条第２号イにつきましては、医療費分の均等割、５割軽減分を現行の９，５００

円を１万１，５００円に、ロ（１）につきましては、世帯平等割の軽減額を現行１世帯

当たり１万２，５００円を１万円に、（２）の特定世帯の軽減額を現行の１世帯当たり

６，２５０円を５，０００円に、ハにつきましては、後期高齢者支援金分の均等割、５

割軽減額を現行の２，５００円を４，０００円に、ニの（１）につきましては、世帯平

等割の軽減額を現行の１世帯当たり２，５００円を３，５００円に、（２）の特定世帯

の軽減額を現行の１世帯当たり１，２５０円を１，７５０円に改正するものであります。 

  ６ページをお願いします。 

  ２３条の第３号のイにつきましては、医療費分の均等割、２割軽減額を現行の３，８

００円を４，６００円に、ロの（１）につきましては、世帯平等割の軽減額を現行の１

世帯当たり５，０００円を４，０００円に、（２）の特定世帯の軽減額を現行の１世帯

当たり２，５００円を２，０００円に、ハにつきましては、現行、後期高齢者支援金分

の均等割、２割軽減額を現行の１，０００円を１，６００円に、ニの（１）につきまし
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ては、世帯平等割額の軽減額を現行の１世帯当たり１，０００円を１，４００円に、

（２）の特定世帯の軽減額を現行の１世帯当たり５００円を７００円に改正するもので

あります。 

  なお、条例附則につきましては、施行日及び経過措置について定めております。 

  以上、ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第３０号について説明させていただきます。 

  議案第３０号、上富田町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活

性化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例。 

  上富田町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法

律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例を別紙のように制定する。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  本条例につきましては、町内への企業立地促進を図るため、固定資産税の課税免除条

例を制定するものです。 

  なお、減収分の４分の３が交付税として補填されます。 

  それでは、説明させていただきます。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法

律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例（案）。 

  第１条につきましては、本町内において集積業種として指定する業種、製造業、運輸

業等６業種が所有する対象施設の用に供する家屋もしくは構築物またはこれらの敷地で

ある土地に対して固定資産税を課税免除することについて定めています。 

  第２条につきましては、国の同意日、平成２０年９月２日から５年以内に指定業種に

属する事業のための施設を設置した事業者が取得した家屋、構築物またはこれらの敷地

である土地に対し、その取得価格の合計が２億円を超えるもの、また、農林漁業関連業

種については、５，０００万を超えるものに対し、取得後１年以内に施設の建設に着手

すれば３年間固定資産税の課税を免除するものとしています。 

  次のページを願いします。 

  第３条につきましては、町長に申請が必要であることを定めています。 

  第４条につきましては、承認の取り消し等について定めています。 

  第５条につきましては、承継について町長の承諾が必要であることを定めています。 

  第６条につきましては、委任事項を定めています。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 
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○議長（吉田盛彦） 

  皆さんにお願いします。 

  お昼時間を少し経過することになりますが、そのまま説明を続けますので、よろしく

お願いします。 

  総務政策課長、和田君。 

○総務政策課長（和田幸太郎） 

  それでは、議案第３１号についてご説明申し上げます。 

  議案第３１号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される上富田町職員の処遇等に関

する条例。 

  外国の地方公共団体の機関等に派遣される上富田町職員の処遇等に関する条例を別紙

のように制定する。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  外国の地方公共団体の機関等に派遣される上富田町職員の処遇等に関する条例（案）

でございます。 

  この条例につきましては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公

務員の処遇等に関する法律に基づき、職員が海外協力隊として外国の公共団体等に派遣

される場合、現職参加できるよう、派遣期間及び給与等の取り扱いを規定するために制

定するものでございます。 

  第１条で、この条例の主旨を規定してございます。 

  第２条第１項では派遣する機関を規定し、その機関の要請に応じ、その業務に従事さ

せるために職員を派遣できるとし、第２項では、派遣できない職員を定めてございます。 

  第３条では、派遣の期間及び更新について定めています。派遣の期間を５年以内とし、

派遣職員の同意を得て更新することができ、５年を経過する場合は町長との協議が必要

としています。 

  次のページをお願いいたします。 

  第３項では、派遣期間が５年を経過する際に、事務引き継ぎ、また従事する事業の終

了の遅延等により派遣期間を更新する場合、この期間が５年３月を超えないこととなる

ときは更新の必要はないとしてございます。 

  第４条では、一般の派遣職員の給与等の支給について定めております。 

  派遣期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ１００分の７０を支

給する、ただし、派遣先の勤務に対して支給される報酬が低いときは、規則で定めると

ころにより１００分の１００以内を支給することができるとしております。 
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  第２項では、逆に派遣先の機関の特殊事情により給与の支給が著しく不適当と認めら

れるときは給与を支給しないとしてございます。 

  第５条では、職員の給与等に関する条例第２２条第１項の規定、すなわち休職者の給

与の規定については、派遣先の機関の業務を公務とみなすとしてございます。 

  第６条では、旅費の支給に関する規定であり、上富田町職員旅費条例に準じて旅費を

支給することができるとしてございます。 

  第７条では、企業職員及び単純労務職員である派遣職員の給与の支給規定を定めてご

ざいます。 

  次のページをお願いいたします。 

  第８条では、派遣職員は任命権者からの要求に応じ、勤務条件等について報告しなけ

ればならないとしてございます。 

  第９条につきましては、委任規定でございます。 

  附則として、この条例は公布の日から施行するとしてございます。 

  以上が条例の概要でございます。ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田盛彦） 

  総務政策課企画員、浦君。 

○総務政策課企画員（浦 勝明） 

  よろしくお願いいたします。 

  議案第３２号についてご説明させていただきます。 

  平成２１年度上富田町一般会計補正予算（第２号）。 

  平成２１年度上富田町の一般会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，７２５万７，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億４，９１８万円とする。 

  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  歳入につきましては、１５款、県支出金で、既定額に、今回、９１６万３，０００円

を追加、１８款、繰入金で、今回、１，５７０万円を追加、２０款、諸収入で、今回、

２３９万４，０００円を追加。 

  歳入合計では、既定額に、今回、２，７２５万７，０００円を追加し、４７億４，９
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１８万円と定めてございます。 

  歳出につきましては、２款、総務費で、既定額に、今回、２，４１５万７，０００円

を追加。 

  ６款、商工費で、今回、１００万を追加。 

  ９款、教育費で、今回、２１０万円を追加。 

  歳出合計では、既定額に、今回、２，７２５万７，０００円を追加し、４７億４，９

１８万円と定めてございます。 

  次の４ページをお願いします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書です。この４ページから７ページにつきましては、お

目通しをお願いします。 

  次に、８ページをお願いします。 

  ８ページの歳入につきましては、今回の補正に係る財源でございます。 

  県支出金の総務費県補助金につきましては、生馬、大宮地区ほか５地区への防災行政

無線機の設置に係る孤立集落通信確保事業費補助金２１６万３，０００円、また、八上

王子近くに予定しております岡地区公衆トイレ設置事業費補助金７００万円でございま

す。 

  次に、繰入金の財政調整基金繰入金は１，５７０万円で、今回の補正に係る一般財源

を補填してございます。 

  次に、諸収入の雑入につきましては、コミュニティバス等への広告掲載料として２５

万円、イベント用具等の整備に係るコミュニティ助成事業助成金２１０万円を追加措置

してございます。 

  次に、歳出につきましては、総務費で、一般管理費は５００万円追加で、これにつき

ましては、平成２０年度の上富田町土壌改良剤製造共同作業場明け渡し調停に係る園芸

土共同作業場の明け渡しに伴う建物明け渡し請求調停和解金５００万円を措置してござ

います。 

  次に、財産管理費につきましては、防災行政無線設置費、工事請負費２１７万円の追

加で、これにつきましては孤立集落通信確保事業県補助金を充当してございます。 

  企画費につきましては１，６９８万４，０００円の追加で、岡地区公衆トイレ設置工

事請負費等を措置しています。財源としましては、県補助金７００万円を充当してござ

います。 

  次に、商工費の商工総務費では、経営安定奨励金１００万円を追加補正してございま

す。 

  次のページをお願いします。 
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  次に、教育費の保健体育総務費では、コミュニティ助成事業補助金２１０万円を措置

してございます。なお、この財源としましては、財団法人自治総合センターよりの助成

金を充当してございます。 

  以上が今回の補正の内容でございます。ご承認いただきますようよろしくお願いしま

す。 

○議長（吉田盛彦） 

  総務政策課企画員、薮内君。 

○総務政策課企画員（薮内昭孝） 

  それでは、議案第３３号、３４号について説明申し上げます。 

  議案第３３号、朝来財産区有地の処分について、議会の議決に付すべき、契約及び財

産の取得又は、処分に関する条例第３条の規定に基づき、下記のとおり土地を処分する

ことについて、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決を求める。 

  記。 

  １．売却物件 西牟婁郡上富田町朝来字荒堀３５４８番１外６筆。 

         地積 １万５，５３０．９１平方メートル。 

  ２．売却価格 ４，１３４万４，６６２円。 

  ３．目的 近畿自動車道松原那智勝浦線建設工事用地として。 

  ４．契約の相手方 国土交通省近畿地方整備局 紀南河川国道事務所長 安藤佑治。 

  平成２１年６月１１日提出。 

  朝来財産区管理者 上富田町長 小出隆道。 

  次のページに土地の内訳書、その次のページに参考資料として朝来財産区管理会の同

意書、そして、次のページに同じく参考資料といたしまして土地売買仮契約書を添付し

ております。 

  土地売買仮契約書の第１４条では、この契約は地方自治法第９６条第１項第８号の規

定に基づき上富田町の議会の議決を得た後、地方自治法第２９６条の５第２項の規定に

より、和歌山県知事に協議をし、同意を得たときに本契約が成立するものとするとなっ

ており、上富田町議会の議決をいただいた後、和歌山県知事と協議をし、同意を得た後、

本契約の成立となりますので、よろしくお願いします。 

  続きまして、議案第３４号について説明申し上げます。 

  平成２１年度上富田町特別会計朝来財産区補正予算（第１号）。 

  平成２１年度上富田町の特別会計朝来財産区補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  歳入歳出予算の補正。 
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  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，１３４万４，０００円を

追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ４，６０４万４，０００円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２１年６月１１日提出、朝来財産区管理者、上富田町長小出隆道。 

  ２ページをお願いします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入。 

  １款、財産収入、既定額に４，１３４万４，０００円を追加して４，５５５万円と定

めています。 

  歳入合計といたしまして、既定額に４，１３４万４，０００円を追加し、４，６０４

万４，０００円と定めております。 

  歳出。 

  ２款、総務費、既定額に４，１３４万４，０００円を追加して、４，５０６万４，０

００円と定めています。 

  歳入合計といたしまして、既定額に４，１３４万４，０００円を追加し、４，６０４

万４，０００円と定めております。 

  ３ページの事項別明細書につきましては、お目通し願います。 

  ４ページをお願いします。 

  ２ 歳入。 

  財産収入といたしまして、不動産売り払い収入の４，１３４万４，０００円を計上し

ております。この４，１３４万４，０００円につきましては、先ほどの議案第３３号で

説明申し上げました近畿自動車道の建設用地として売却予定の財産収入でございます。 

  ５ページをお願いします。 

  ３ 歳出。 

  １款、総務費、１目、一般管理費、既定額に４，１３４万４，０００円を追加して、

４，５０６万４，０００円と定めております。主なものといたしまして、需用費の４万

４，０００円、積立金の４，０３０万、さわやか上富田まちづくり寄付金として１００

万円を計上しております。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田盛彦） 

  教育委員会総務課長、笠松君。 
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○教育委員会総務課長（笠松眞年） 

  よろしくお願いします。 

  議案第３５号、工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき、契約及び財産

の取得又は、処分に関する条例第２条の規定に基づき、指名競争入札に付した平成２０

年度繰越第３号 小学校管理事業 生馬小学校屋内運動場耐震改修（建築）工事について、

下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定によっ

て、議会の議決を求める。 

  記。 

  １．契約の目的 平成２０年度 繰越第３号 小学校管理事業 生馬小学校屋内運動場

耐震改修（建築）工事。 

  ２．契約の方法 指名競争入札による契約。 

  ３．契約金額 ５，００２万２，０００円。 

  ４．契約の相手方 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬５６７－１、株式会社後工務店、

代表取締役 後 雅雄。 

  平成２１年６月１１日提出、上富田町長小出隆道。 

  本件につきましては、平成２０年度から繰り越して実施している生馬小学校の耐震化

工事の中の屋内運動場の耐震工事でございます。 

  工事概要につきましては、屋根の補強及び一部壁の耐震補強工事を実施するとともに、

老朽等による屋根のふき替え、外壁及び内部の一部改修工事を行うもので、指名競争入

札により、５月２９日に指名競争入札により入札を行っております。 

  指名業者につきましては、株式会社後工務店、清水工務店、株式会社平建設、株式会

社イワコー、株式会社堀組、西村工務店上富田営業所の６業者で、株式会社後工務店が

５，００２万２，０００円で落札しています。 

  完成につきましては、平成２１年１２月の予定です。 

  また、別紙参考資料のとおり、６月１日付で仮契約を締結しておりますが、契約条文

で、議決、ご承認をいただいた時点で本契約の確定としていますので、何とぞご承認の

ほどよろしくお願いします。 

○議長（吉田盛彦） 

  以上をもって提案理由の説明を終わります。 

                                           

△延  会 

○議長（吉田盛彦） 

  お諮りします。 
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  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

               （「なし」の声あり） 

○議長（吉田盛彦） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会します。 

  次回は、６月１６日９時３０分となっておりますので、ご参集よろしくお願い申し上

げます。 

  ありがとうございました。 

 

延会 午後０時１５分 


